
⑧ 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

⑨ 事業開始の予定年月日

○ 一時預かり事業の届出を行おうとする者は、都道府県知事に収支予算書及び事業計

画書を提出しなければならないこととすること。ただし、都道府県知事が、インター

ネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りではない。

、 、 、○ 市町村 社会福祉法人等が一時預かり事業を廃止し 又は休止しようとするときは

あらかじめ、以下の事項を都道府県知事に届け出るものとする。

① 廃止又は休止しようとする年月日

② 廃止又は休止の理由

③ 現に便宜を受けている乳幼児に対する措置

④ 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

（※）指定都市、中核市及び児童相談所設置市が処理する事務の範囲は政令事項。

児童福祉法

一時預かり事業を行う者は、その事業を実施するために必要なもの第３４条の１２

として を遵守しなければならない。厚生労働省令で定める基準

＜内容＞

○ 一時預かり事業の実施のための人員、設備等に関する事項については、以下のとお

りとする。

１ 設備について

① 児童福祉施設最低基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３２条の規定に準じ、

事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備（医務室、調理室

及び屋外遊戯場を除く ）を設けること。。

② 食事の提供を行う場合（施設外で調理し運搬する方法により行う場合も含む ）。

においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調

理機能を有する設備を備えること。

２ 運営について

① 児童福祉施設最低基準第３３条第２項の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児

の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う保育士を配置すること。ただ

し、当該保育士の数は２名を下ることはできないこと。

② 児童福祉施設最低基準第３５条の規定に準じ、事業を実施すること。

３ 利用者負担について

① 利用料の額については、当該事業の実施に要する費用を勘案し、かつ、当該事業

の対象とする乳幼児の保護者の家計に与える影響を考慮して定めること。

○ 認可外保育施設については、法第５９条の２において都道府県知事に対して届け出
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